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ご挨拶

4月から消費税率が8％になりましたが、消費者との間においては、特に大きな混乱

もなく、無事移行できたようです。ただ、多くの事業所においては、値札を切り替え

る等の対応に追われ、今は、一息ついている経営者の方もおられるのではないでしょ

うか。

私たちの法人では、今回の税率が上がる前にと初めての社員旅行を企画し、先月天

草方面に行ってきました。バスでの移動でしたが、広く車内の席を利用でき、快適な

旅路となりました。宿泊先に着き、温泉に入り、食事をとって、多くのことを共有す

ることができました。そして、数年前であれば、ここから「2次会に行こうか！」と

いうところでしたが、残念ながら部屋に戻りバタンキュウの状態でした。

翌日は、ギター説法を聞き、何事も控えめにという法話をいただきながら、昼食は

若干食べ過ぎ、お腹が飽和状態となりました（笑い）。

日頃と違う環境で、職場の仲間と過ごせたひと時は、気分転換になりましたし、い

い思い出にもなりました。来年もぜひ企画したいと思います。

それでは、今月の法エールよろしくお願いします。

（代表社員 大島 隆広）

特別代理人について
（親権者とその子の利益相反の場合）

今月から３回に分けて、よくある家庭裁判所における手続きをご紹介していきます。

～特別代理人～

普段の生活では聞き慣れない言葉だと思います。例をあげてご紹介してみましょう。
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ある日、父親Ａが亡くなりました。人が亡くなると相続が発生します。

今回は、亡くなった父親Ａが被相続人、残された母親Ｂ、子供Ｃの２人が相続人

（相続する人）になります。相続人である母親Ｂと子供Ｃの間で、被相続人である父

親Ａの残した財産（相続財産といいます）を分けることを「遺産分割」といいます。

そしてこの相続財産をどのように分けるかを相談することを「遺産分割協議」といい

ます。遺産分割協議をしようとする中で今回のように子供Ｃが未成年だった場合は、

法律上はその判断ができないとされ、子供Ｃに成り代わって判断をしてくれる「代理

人」が必要になります。通常は、子供の代理人に親がなることが多いのですが、遺産

分割の場合には、例えば今回のように母親Ｂと子供Ｃが同じ父親Ａの相続人になるよ

うな場合、母親Ｂは子供Ｃの代理人になれません。なぜなら、母親Ｂと子供Ｃは相続

財産について、片方の取り分が増えればもう片方の取り分が減るという関係にあるか

らです。これを「利益相反関係」といいます。法律上の判断ができない未成年の子供

Ｃの代理人に母親Ｂがなってしまうと、母親Ｂは子供Ｃの意向を無視して自分の取り

分を多くすることが可能になります。世間の常識では、母親が子供に多くの取り分を

与えることも多いかと思いますが、法律では立場の弱い未成年の子供Ｃを保護するこ

とを優先して、 初から母親Ｂが子供Ｃの代理人になれないと規定しています。

ではどうすればよいのでしょうか。ここで登場するのが今回のテーマとなる「特別

代理人」です。特別代理人が未成年の子供Ｃの代理人として、Ｃに成り代わって遺産

分割協議に参加し、もう１人の相続人である母親Ａと相談して遺産分割をしていくこ

とになります。具体的にどのような人が特別代理人になっているかといえば、祖父・

祖母・おじ・おばなどが多いようです。

もし、このＡＢの夫婦にもう一人子供Ｄが

いたとして、Ｄが未成年であれば、やはり特

別代理人を選任しなければなりません。この

特別代理人はＣの代理人となった人以外の別

人である必要があります。当然ですが、Ｄが

成年であれば特別代理人は必要ありません。

次回は、具体的な手続きの方法をご紹介し

ます。

ここに父親Ａ、母親Ｂ、未成年の子供Ｃ

の３人家族があったとします。

父親Ａ 母親Ｂ

子供Ｃ（未成年）
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（事実の概要）

Ｘ男とＹ女は昭和１２年に婚姻したが子はなく、昭和２３年にＡ女の子と養子縁組をした。Ｙ

がＸＡ間に継続していた不貞関係を知ったことから不和になり、ＸとＡは同棲を始めた。Ｙは

実兄の家の一部屋を借りて住み、無職で資産を持っていない。一方、Ｘは２つの会社の代表

取締役と他の１つの会社の取締役をしており、経済的には極めて安定した生活を送っていた。

昭和５８年にＸは離婚調停を申立て、現金１００万円と油絵１枚の財産上の給付を申し出た

が調停は不調に終ったため、離婚訴訟を提起するに至った。

（最高裁判所の判断）

夫婦関係が破綻し回復の見込みがなくなった場合、有責配偶者から離婚請求が認められる

ためには、信義誠実の原則に照らしても許される必要がある。許されるかどうかを判断する

に当たっては、

① 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較してかなり長期間に及んでいること。

② 当事者の間に未成熟の子が存在しないこと。

③ 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に非常に苛酷な状態に置かれるな

ど、離婚請求を認めることにより、相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと。

を考慮すべきであるとして、高裁判決を破棄し、高裁へ差戻した。

なお、差戻審では、離婚請求が認められている。

（コメント）

有責配偶者とは、婚姻関係を継続することが出来ない状況、すなわち、婚姻を破綻させた原

因を作った側の配偶者のことです。

破綻につき責任のある一方当事者からの離婚請求は、原則として認められませんが、例外

的に認められる場合もあります。その要件を定立したのが本最高裁判決です。

本判決後、様々な判決が出ていますが、上記の３要件のいずれかを重視するかにより結論

を異にしています。また、別居期間が長期に及んでいるか否かの判断は難しい場合が多い

ようです。ただ、有責配偶者から他方配偶者へ財産給付がどの程度あるかという点及び子

の監護についての配慮は重要視されてます。このため、婚姻の破綻原因が自分にあり、か

つ、例外の要件を満たすかどうかが微妙な場合には、他方配偶者や子に対し、必要な金銭

的援助を行い、出来る限り誠実に対応することが重要となるようです。

判例紹介 ～有責配偶者からの離婚請求～
（最高裁判所昭和62年9月2日大法廷判決）

司法書士日記

こんにちは。昨年試験に合格しました新人司法書士の德丸です。どうぞよろしくお願いします。

数年にわたる受験生活と、合格後の数カ月にわたる新人研修で、体力がめっきり落ちてしまい、

体重も標準から６キロも減ってしまいました。



司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センター

龍田事務所 〒８６１－８００６

熊本市北区龍田３丁目３２番１８号

TEL：０９６－３２７－９９８９ FAX：０９６－３２７－９７９９

清水事務所 〒８６１－８０６６

熊本市北区清水亀井町１６番１１号

TEL：０９６－３４６－３９２７ FAX：０９６－３４６－４０４４

薄場事務所 〒８６１－４１３１

熊本市南区薄場町４６番地 薄場合同ビル内

TEL：０９６－３２０－５１３２ FAX：０９６－３５７－５７１０

健軍事務所 〒８６１－２１０６

熊本市東区東野１丁目１番１２号

TEL：０９６－３６０－３３６６ FAX：０９６－３６０－３３５５

～寄り添う支援で笑顔ふたたび～
当法人は、「ＮＰＯ法人身近な犯罪被害者を

支援する会」との連携を図っています。

ご質問、ご相談等ございましたら、当法人もし

くは下記までご連絡ください。

TEL ０９６－３４１－８２２２

FAX ０９６－３４１－８３３３
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お知らせ

当法人では、継続的な相談にも対応できるよう、顧問契約の締結を行っています。

会社・個人問いません。詳しくはお近くの事務所までお気軽にお問い合わせください。

命の絆・大切に、輝く命・永遠に
当法人は、「一般社団法人命の尊厳を考える会」

との連携を図っています。

ご質問、ご相談等ございましたら、当法人

もしくは下記までご連絡ください。

TEL ０９６－３３７－１２５１

FAX ０９６－３３７－３３５５

以前はランニングしたり、ジムに行ったりしていましたが、 近は忙しかったり、

花粉症だったりして行けていません。６月には裁判関係の資格試験が控えていて、時

間的にも体力的にも余裕がなく、これからも行けそうにないですね・・・趣味のピア

ノもお預けです。

６月が過ぎれば落ち着くはず、ですので、今が踏ん張りどころだと思って、忍耐の

「忍」の字で頑張っていきたいと思います。

まだしばらくは、見た目が青白くひ弱な新人司法書士のままですが、お仕事はしっ

かりと取り組んでいきたいと思います。

（龍田事務所 司法書士 德丸雅紀）


